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　望まない受動喫煙を防止するため、多数の人が集まる施設・店舗はその種類に応じて、原則敷
地内禁煙または原則屋内禁煙が義務付けられることになりました。ただし、例外として喫煙場所
を設けることができます。

健康増進法改正により受動喫煙防止は施設管理者等の義務となりました

なくそう!なくそう!
望まない受動喫煙望まない受動喫煙

～マナーからルールへ～

該当となる施設
①7月1日から敷地内禁煙…学校、幼稚園・保育園等、病院・診療所、役場など
　ただし、例外として以下の要件を満たす喫煙場所を設置することができます。
　・屋外の場所の一部であること
　・喫煙可能な場所であることを記載した標識を掲示すること
　・施設管理者によって区画されていること
　・施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置すること
②来年4月1日から原則屋内禁煙…事業所、ホテル・旅館、美容室、飲食店、公共交通機関など

法律における義務
＜全ての人の義務＞
・喫煙禁止場所において喫煙しない義務
・紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等をしない義務
・喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮する義務　等

＜施設の管理権限者の義務＞
・喫煙可能な場所を設置する場合、その旨を示す標識を設置する義務
・喫煙禁止場所に喫煙器具、設備等の設置をしない義務
・喫煙場所を設置する場合、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう配慮する義務　等
・喫煙室内に20歳未満の人（従業員を含む）を立ち入らせない義務

規制の対象となるたばこ

たばこは日本人死亡の最大因子です。
皆さんの健康を守るため、ご協力をお願いします。

　たばこ葉を燃焼または加熱する製品
　（例）紙巻たばこ、
　　　加熱式たばこ

ご注意ください !！
　たばこ葉を使用していない製品は、法律の規制対
象品ではありませんが、加熱式たばこと見分けがつ
かない場合が多いため、喫煙禁止場所では使用しな
いまたは使用させないことをお薦めします。
（例）ニコチンゼロをうたう電子たばこ

➡ これらの義務違反者に対しては、罰則が発生する場合があります。 西高橋2地区
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【今年度事業対象地区】
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